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事業、制度など 

緊急自動車未届け車両による緊急走行事案の発生 

 

概要 消防団車両２台が、緊急自動車として走行するために必要な「緊急自動

車届出確認書」の交付を受けていない状態で運用を行い、うち１台に緊急

走行を行った事案が発生しました。 

内容 １ 事実発覚日時 

  ２月２０日（金）１３時頃 

２ 内容 

消防団車両が緊急自動車として緊急走行するためには、「緊急自動車使

用届」を県公安委員会に届け出て、「緊急自動車使用届出確認書」の交付

を受ける必要があります。 

今回の事案は、県公安委員会への届出を失念したことにより、「緊急自

動車使用届出確認書」の交付を受けていない状態の消防団車両２台のう

ち１台が緊急走行を行っていたものです。 

事案発覚後、対象車両の運用を即時停止し、災害時は分団による協力

体制で実施することとしため、災害対応への影響はありませんでした。 

３ 対象車両および事案の詳細 

・ 消防団第４分団第１部消防ポンプ自動車 

運用開始：令和６年６月８日 

事案発覚までの緊急走行件数：６件（火災出動によるもの） 

・ 消防団第１分団第１部消防ポンプ自動車 

運用開始：令和７年１１月１６日 

事案発覚までの緊急走行件数：０件 

問い合わせ

先 

消防本部 警防課 

ＴＥＬ０４６（２５６）２４１２ ＦＡＸ０４６（２５６）２２１５ 

 

令和８年２月２０日 


